
p

辛
亥
革
命
後
、
旧
奉
天
省
に
お
け
る
官
有
地
の
払
い
下
げ
に
つ
い
て

（23）辛亥革命後，旧奉天省における官有地の払い下げについて

ま
え
が
き

　
辛
亥
革
命
の
後
、
東
三
省
に
置
か
れ
て
い
た
内
務
府
官
荘
、
盛

京
戸
部
官
荘
等
の
旧
官
荘
地
、
旧
王
公
荘
田
、
ま
た
随
敏
地
、
伍

困
等
の
旧
職
田
の
整
理
が
本
格
的
に
進
ん
だ
。
そ
の
際
、
旧
職
田
、

荒
地
、
ま
た
旧
官
荘
地
と
旧
王
公
荘
田
の
か
な
り
の
部
分
は
、
官

が
業
主
権
を
留
保
す
る
官
有
財
産
と
し
て
の
扱
い
を
う
け
た
。
そ

の
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
改
め
て
官
か
ら
民
間
に
払
い
下
げ

ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
過
程
を
、
旧
職

田
、
荒
地
、
ま
た
一
都
の
旧
官
荘
地
、
旧
王
公
荘
田
の
「
官
有

地
」
化
、
さ
ら
に
こ
れ
に
続
く
、
こ
れ
ら
「
官
有
地
」
の
払
い
下

げ
に
よ
る
「
民
有
地
」
化
と
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
こ
う
し
た
民
国
初
期
の
土
地
政
策
は
次
の
三
点
に
お
い
て
注
目

江
　
　
夏

由
　
　
樹

に
値
す
る
。
ま
ず
第
一
に
財
政
的
な
意
味
で
あ
る
。
「
官
有
地
」

の
払
い
下
げ
に
よ
る
膨
大
な
収
入
は
、
東
三
省
地
方
政
府
、
具
体

的
に
は
張
作
霧
政
権
の
財
源
と
し
て
そ
の
後
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
っ
た
。
第
二
に
各
種
官
荘
、
王
公
荘
田
、
旗
地
が
廃
棄
さ
れ

た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
清
朝
皇
室
、
王
公
、
旗
人
の
特

権
的
な
土
地
支
配
が
最
終
的
に
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

第
三
に
「
官
有
地
」
払
い
下
げ
を
通
じ
て
地
価
支
払
者
に
業
主
権

が
与
え
ら
れ
、
彼
ら
が
地
主
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
た
こ
と
の

意
義
で
あ
る
。
広
犬
な
旧
官
荘
地
、
旧
王
公
荘
田
、
旧
職
田
の
か

な
り
の
部
分
が
こ
う
し
た
地
主
の
私
有
地
と
し
て
再
編
成
さ
れ
、

ま
た
そ
う
し
た
地
主
支
配
が
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、

「
官
有
地
」
払
い
下
げ
の
重
要
な
帰
結
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
各
種
官
荘
、
王
公
荘
田
、
職
囲
が
廃
棄
さ
れ
、
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清
朝
の
時
代
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
た
土
地
制
度
が
民
国
初
期
の

東
三
省
に
う
ち
た
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
重
要
な
こ

と
は
、
清
朝
の
時
代
の
旧
制
度
、
ま
た
そ
の
下
で
実
際
に
形
成
さ

れ
て
き
た
既
存
の
土
地
権
利
関
係
と
複
薙
に
絡
み
合
い
な
が
ら
、

新
た
。
な
土
地
制
慶
の
確
立
が
進
行
し
て
い
っ
た
点
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
旧
職
田
と
旧
官
荘
地
、
旧
王
公
荘
田
の
一
部
の
「
官
有

地
」
化
と
、
そ
の
民
間
へ
の
払
い
下
げ
が
進
行
し
て
い
く
際
に
、

如
何
な
る
問
題
が
存
在
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
辛

亥
革
命
前
後
、
さ
ら
に
張
作
霧
政
権
下
の
東
三
省
の
土
地
関
係
を

探
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
有
す
る
と
考
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
研
究
関
心
か
ら
、
■
本
稿
は
民
国
初
期
、
張
作
霧

政
権
の
下
で
官
有
地
払
い
下
げ
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
、

奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
を
と
り
あ
げ
る
。
第
一
節
で
は
、
当
時
の

官
有
地
払
い
下
げ
が
東
三
省
の
土
地
制
度
史
か
ら
み
て
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
ま
と
め
、
第
二
節
で
は
、
官
地
清
丈
局

に
よ
る
官
有
地
払
い
下
げ
の
実
際
の
過
程
と
、
そ
こ
に
存
在
し
た

問
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
第
三
節
で
は
、
こ
う
し
た
官
有

地
払
い
下
げ
に
対
し
て
民
間
が
如
何
に
対
応
し
た
の
か
、
そ
の
一

端
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
節
「
官
有
地
」
確
定
に
つ
い
て
の
問
題

　
辛
亥
革
命
後
の
旧
奉
天
省
に
お
け
る
官
有
地
払
い
下
げ
を
考
察

す
る
際
、
漕
朝
の
制
度
の
も
と
で
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
「
官
有

地
」
と
い
う
概
念
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
、
ま
ず
注
意

を
払
う
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
辛
亥
革
命
後
に
如
何
な
る

土
地
を
「
官
有
地
」
と
し
て
み
な
す
か
と
い
う
興
味
あ
る
問
類
が

生
じ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
．

　
漕
末
の
時
代
の
旧
奉
天
省
の
土
地
は
大
き
く
二
種
類
に
分
類
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
第
一
種
め
は
、
内
務
府
官
荘
・
戸

部
官
荘
等
の
官
荘
、
八
旗
官
兵
に
与
え
ら
れ
た
随
敏
地
・
伍
田
等

の
職
田
、
王
公
荘
田
、
旗
人
に
与
え
ら
れ
た
旗
地
等
か
ら
成
っ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
旗
人
の
生
活
の
保
謹
を
目
H
的
と
し
て
設
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

た
広
義
の
旗
地
、
及
ぴ
官
地
と
呼
ぱ
れ
た
土
地
で
あ
る
。
そ
の
第

二
種
め
は
、
一
般
の
漢
人
（
非
旗
人
、
民
人
）
に
業
主
権
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

い
は
永
遠
の
用
益
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
「
民
地
」
で
あ
る
。

　
民
国
の
時
代
に
至
っ
て
旗
地
官
荘
が
整
理
さ
れ
る
と
と
も
に
、

こ
の
地
域
の
土
地
は
大
き
く
官
有
地
と
民
有
地
（
私
有
地
）
と
に

再
編
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
官
有
地
と
は
官
が
業
主
権
を
留

保
し
た
土
地
で
あ
り
、
民
有
地
と
は
人
民
に
業
主
権
が
認
め
ら
れ
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つ

（25）辛亥革命後，旧奉天省における官有地の払い下げについて

た
土
地
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
清
朝

の
時
代
の
官
荘
、
王
公
荘
田
、
旗
地
、
職
田
、
民
地
を
如
何
な
る

基
準
を
も
っ
て
、
新
た
に
官
有
地
ま
た
は
民
有
地
と
し
て
再
編
成

す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
富
有
地
の
払
い
下
げ
を
行
う
た

め
に
は
、
ま
ず
そ
の
対
象
と
な
る
「
嘗
有
地
」
を
確
定
す
る
必
要

が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
旧
奉
天
省
の
地
方
権
カ
は

主
に
次
の
三
つ
の
厄
介
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
1
　
官
荘
、
王
公
荘
田
、
旗
地
、
職
田
の
整
理

　
民
国
初
期
の
東
三
省
に
お
け
る
土
地
制
度
改
編
の
要
と
な
っ
た

の
が
、
旗
地
官
荘
の
廃
棄
で
あ
っ
た
。
こ
の
際
、
内
務
府
官
荘
、

盛
京
戸
部
官
荘
等
の
旧
官
荘
、
王
公
荘
田
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
り
、

興
味
あ
る
議
論
が
展
開
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
土
地
が
清
朝

皇
室
、
八
旗
王
公
の
私
産
と
し
て
の
性
樒
を
有
し
て
い
た
の
か
、

あ
る
い
は
公
産
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
魑

で
あ
る
。
実
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
争
は
「
満
州
国
」
の

　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

時
代
ま
で
続
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
議
論
が
存
在
し

た
こ
と
は
、
清
朝
の
官
荘
、
王
公
荘
田
が
私
産
、
公
産
と
い
う
二

つ
の
側
面
を
同
時
に
備
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

旧
官
荘
、
王
公
我
田
に
隈
ら
ず
、
随
献
地
・
伍
田
等
の
職
田
、
一

般
の
旗
地
も
そ
の
程
度
の
差
は
あ
れ
、
八
旗
官
兵
、
旗
人
の
私
産

と
し
て
の
性
楮
と
、
公
産
と
し
て
の
性
格
を
兼
ね
備
え
て
い
た
と

言
え
よ
う
。

　
だ
が
辛
亥
革
命
後
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
官
有
地
か
民
有
地
の
い

ず
れ
か
に
再
編
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
土
地
が
一
た

ぴ
か
つ
て
の
公
産
と
み
な
さ
れ
れ
ば
、
官
有
地
と
し
て
区
分
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
、
将
来
民
間
へ
の
払
い
下
げ
の
対
象
と
も
な
っ
て

く
る
。
反
対
に
溝
朝
皇
室
、
王
公
旗
人
の
私
産
と
み
な
さ
れ
れ
ぱ
、

こ
れ
ら
の
土
地
は
彼
ら
の
私
有
地
と
な
る
わ
け
で
あ
っ
た
。

　
官
有
地
払
い
下
げ
に
よ
る
財
源
の
拡
大
、
清
朝
皇
室
、
王
公
旗

人
の
特
権
的
土
地
支
配
の
廃
棄
と
い
う
目
的
か
ら
す
れ
ぱ
、
辛
亥

革
命
後
の
旧
奉
天
省
地
方
権
カ
は
官
荘
、
王
公
荘
囲
、
旗
地
、
職

田
の
多
く
の
土
地
を
公
産
と
み
な
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
私
産
と
し
て
の
性
格
を
全
く
無
視
す
る

こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
そ
う
し
た
措
置
に
対
し
て
は
、
当
然
、
旧

清
朝
皇
室
、
王
公
旗
人
の
強
い
低
抗
が
予
想
さ
れ
た
。
旧
官
荘
地
、

王
公
荘
田
、
職
田
等
を
「
官
有
地
」
と
み
な
す
に
は
、
ま
ず
そ
れ

な
り
の
根
拠
と
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
。
旧
奉
天
省
の
地
方
権
．

カ
が
こ
の
問
題
を
如
何
に
処
理
し
た
か
が
、
ま
ず
興
味
あ
る
点
で

あ
る
。

　
2
　
開
墾
地
の
取
り
扱
い
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次
に
開
墾
地
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。
関
内
よ
り

入
植
し
た
漢
人
農
民
の
開
墾
に
よ
り
、
東
三
省
の
耕
作
地
の
面
積

は
清
朝
の
時
代
に
急
速
に
拡
大
し
た
。
こ
う
し
た
開
墾
地
に
対
し

て
は
旗
地
、
民
地
に
拘
わ
ら
ず
、
旗
人
、
民
人
の
業
主
権
を
認
め

ず
、
こ
れ
を
入
官
す
る
と
い
う
原
則
が
清
朝
中
期
以
降
に
う
ち
た

て
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
開
墾
地
を
占
有
し
た
者
は
賦
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

く
、
地
主
と
し
て
の
国
家
に
対
し
租
を
納
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
開
墾
地
は
、
旗
人
、
民
人
の
業
主
権
が
認
め
ら
れ
た
紅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

冊
地
（
原
額
地
）
に
対
し
鹸
地
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
開
墾
地
の
入

官
と
い
う
政
策
は
漢
人
農
民
に
よ
る
旗
地
の
侵
蝕
を
防
ぐ
と
い
う

目
的
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
鹸
地
か
ら
の
租
収
入
は
困
窮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

し
た
旗
人
の
生
計
を
救
済
す
る
た
め
の
財
源
と
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
満
末
に
は
制
度
的
に
は
「
官
地
」
で
あ

る
饒
地
が
広
く
存
在
し
た
の
で
あ
ウ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
土

地
の
租
納
入
者
は
自
由
に
土
地
を
使
用
、
収
益
し
、
そ
の
耕
作
権

を
処
分
す
る
こ
と
（
こ
れ
を
退
、
見
と
い
っ
た
）
が
認
め
ら
れ
て

い
た
。
こ
う
し
た
鹸
地
を
改
め
て
官
有
地
と
し
て
み
な
す
の
か
、

あ
る
い
は
民
有
地
と
し
て
み
な
す
の
か
と
い
う
問
題
が
、
辛
亥
革

命
後
に
生
じ
て
き
た
。

　
3
　
土
地
権
利
及
ぴ
耕
作
関
係
の
実
態

　
官
有
地
確
定
の
制
度
的
な
側
面
に
加
え
て
、
各
土
地
の
実
際
の

権
利
関
係
を
考
え
る
と
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
で
あ
っ
た
。
旧
官
荘
、

王
公
荘
囲
は
事
実
上
そ
の
地
の
荘
頭
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

多
く
、
さ
ら
に
か
な
り
の
部
分
の
土
地
が
荘
頭
か
ら
漢
人
農
民
に

出
個
、
あ
る
い
は
典
、
押
と
い
う
形
式
で
売
却
さ
れ
て
い
た
と
い

＾
7
）

う
。
ま
た
、
多
く
の
旗
地
、
職
田
も
漢
人
農
民
に
出
個
、
あ
る
い

は
出
典
さ
れ
て
い
た
。
実
際
に
漢
人
農
民
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て

い
る
土
地
を
前
に
し
て
、
そ
の
土
地
の
旧
制
度
上
の
地
目
、
あ
る

い
は
紅
冊
地
で
あ
る
か
鉄
地
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

多
く
の
場
合
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
重
層
的
な
土
地

権
利
関
係
の
存
在
の
も
と
で
、
あ
る
土
地
を
官
有
地
と
確
定
し
た

と
こ
ろ
で
、
誰
に
そ
の
土
地
を
払
い
下
げ
る
か
と
い
う
厄
介
な
問

魑
も
存
在
し
た
。

　
以
上
の
三
点
が
示
す
よ
う
に
、
官
有
地
の
確
定
と
は
、
旧
制
度

の
下
で
の
各
土
地
の
沿
革
を
調
査
す
れ
ば
、
自
ず
と
解
決
す
る
と

い
う
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
官
荘
、
王
公
荘
囲
は
公
産
、
あ
る
い

は
私
産
で
あ
る
の
か
、
鹸
地
は
官
有
地
、
あ
る
い
は
民
有
地
で
あ

る
の
か
、
現
実
の
交
錯
し
た
土
地
権
利
関
係
を
如
何
に
整
理
す
る

の
か
と
い
う
間
題
の
解
決
が
、
ま
ず
官
有
地
確
定
の
た
め
に
必
要

で
あ
っ
た
。
筆
者
に
と
っ
て
興
味
あ
る
事
実
は
、
む
し
ろ
明
確
な
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’

（27）辛亥革命後，旧奉天省における官有地の払い下げについて

「
官
有
地
」
と
い
う
概
念
が
清
朝
の
時
代
に
は
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
点
を
巧
妙
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
奉
天
省
地
方
権

力
が
旧
官
荘
、
王
公
荘
田
、
職
田
の
整
理
、
「
官
有
地
」
の
確
定

と
そ
の
民
間
へ
の
払
い
下
げ
を
成
功
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

次
節
で
は
そ
の
点
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
官
地
清
丈
局
に
よ
る

「
官
有
地
」
の
確
定
と
そ
の
払
い
下
げ
事
業
の
実
際
を
見
て
い
き

た
い
。

第
二
節
　
官
地
清
丈
局
に
よ
る
官
有
地
払
い
下
げ

　
辛
亥
革
命
後
の
一
九
一
四
年
（
氏
国
三
年
）
に
奉
天
全
省
官
地

清
丈
局
が
設
立
さ
れ
た
。
翌
年
一
月
に
は
孫
藻
瑠
が
局
長
に
任
命

さ
れ
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
本
格
的
な
官
有
地
払
い
下
げ
が
開
始

　
　
＾
8
）

さ
れ
た
。
後
に
論
じ
る
よ
う
に
、
官
有
地
払
い
下
げ
か
ら
の
収
入

は
、
旧
奉
天
省
の
財
政
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
王
廼
斌
、
王
永
江
、
王
鏡
簑
と
い
っ
た
張
作
霧
政
権
を

支
え
た
大
物
文
官
が
官
地
清
丈
局
の
総
辮
を
務
め
た
こ
と
か
ら
も
、

当
時
の
奉
天
省
政
府
の
な
か
で
、
如
何
に
官
地
清
丈
局
の
占
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

位
置
が
重
要
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。

　
官
地
清
丈
局
の
具
体
的
な
事
業
は
、
1
、
随
鉄
地
、
伍
田
等
の

職
田
、
2
、
官
荒
地
、
3
、
内
務
府
官
荘
等
の
皇
産
、
4
、
王
公

荘
田
等
、
の
払
い
下
げ
、
5
、
清
賦
（
土
地
税
整
理
）
、
普
通
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

丈
（
一
般
民
地
測
量
）
か
ら
成
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
各
々
は
ひ

と
ま
ず
異
な
っ
た
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
氏
国
の
時

代
に
至
っ
て
「
官
有
地
」
と
総
称
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
土

地
が
清
靭
の
時
代
に
は
そ
れ
ぞ
れ
制
度
的
に
異
在
っ
た
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
1
　
随
献
地
、
伍
田
等
の
払
い
下
げ

　
清
末
の
時
期
に
東
三
省
の
官
有
地
丈
放
を
積
極
的
に
提
唱
し
た

人
物
に
熊
希
齢
が
い
る
。
熊
希
齢
は
滴
末
時
に
は
東
三
省
塩
運
使

を
務
め
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
政
治
、
特
に
財
政
に
深
く
関
わ
っ

て
い
た
。
そ
う
し
た
彼
の
一
九
一
〇
年
九
月
の
上
奏
文
は
、
．
当
時

の
官
有
地
丈
放
の
も
つ
基
本
的
な
意
味
を
は
っ
き
り
と
論
じ
て
い

る
。

「
該
地
（
随
嵌
地
、
伍
田
地
）
は
民
人
に
よ
り
承
佃
せ
ら
る
と

雛
も
、
今
に
至
る
も
尚
ほ
官
産
に
属
す
。
：
…
・
現
に
査
す
る
に
、

奉
天
全
省
の
随
献
等
の
地
は
共
に
九
十
七
万
八
千
四
百
畝
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
や
や

…
…
奉
省
の
地
価
は
較
貴
く
、
毎
畝
平
均
し
て
価
は
銀
十
両
と

定
め
、
一
百
万
畝
を
丈
放
せ
ぱ
、
鷹
に
銀
一
千
万
両
を
得
る
ぺ

＾
u
〕

し
」
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一橋諭叢　第98巻　第6号　（28）

　
こ
の
熊
希
齢
の
上
奏
文
か
ら
次
の
二
点
を
指
摘
し
た
い
。
ま
ず

第
一
に
、
随
献
地
、
伍
田
等
は
今
で
も
官
産
に
属
す
と
、
彼
が
述

ぺ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
随
嵌
地
、
伍
困
を
民
間
に
払
い
下
げ
る

に
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
土
地
の
公
産
と
し
、
て
の
性
椿
を
強
調
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
第
二
に
、
熊
が
随
敏
地
等
の
払
い
下
げ
か
ら
期

待
出
来
る
収
入
を
推
計
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
計
算
に
よ

れ
ぱ
、
奉
天
省
に
存
在
す
る
随
嵌
地
等
の
官
産
は
約
一
百
万
畝
に

も
及
ぴ
、
こ
れ
を
民
間
に
丈
放
す
る
な
ら
ぱ
約
一
千
万
両
の
収
入

を
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
一
千
万
両
と
は
、
実
に
清
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

の
奉
天
省
歳
入
の
三
分
の
二
の
規
模
に
も
匹
敵
し
た
。
逼
追
し
た

奉
天
省
地
方
権
カ
の
財
政
に
と
っ
て
、
随
敏
地
、
伍
田
等
の
払
い

下
げ
か
ら
の
収
入
が
極
め
て
魅
カ
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　
熊
希
齢
の
主
張
し
た
随
敏
地
、
伍
田
の
払
い
下
げ
は
辛
亥
革
命

後
の
一
九
ニ
ニ
年
（
民
国
二
年
）
、
「
丈
放
随
鉄
地
伍
田
章
程
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
呈

施
行
に
よ
っ
て
す
ぐ
さ
ま
着
手
さ
れ
た
。
そ
の
実
施
機
関
と
し
て

省
城
に
屯
墾
総
局
、
さ
ら
に
各
地
に
屯
墾
局
が
設
け
ら
れ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
4
〕

こ
れ
は
官
地
清
丈
局
の
成
立
に
さ
き
だ
つ
こ
と
一
年
余
で
あ
っ
た
。

随
敏
地
、
伍
田
の
丈
放
が
ま
ず
最
初
に
行
わ
れ
た
の
は
、
熊
希
齢

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
土
地
が
公
産
と
し
て
の
性
格
を

比
較
的
強
く
有
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
ら
の
土
地

の
払
い
下
げ
は
、
差
し
迫
っ
た
外
債
償
還
の
財
源
確
保
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帖
）

行
わ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
章
程
」
に
依
れ
ぱ
、
上
中
下
の
三
則
に
区
分
さ
れ
た
土

地
の
一
畝
あ
た
り
の
払
い
下
げ
価
格
は
小
銀
元
六
－
四
元
で
あ
っ

＾
帖
）

た
。
払
い
下
げ
の
優
先
承
領
権
は
そ
れ
ま
で
に
土
地
を
事
実
上
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

有
し
て
い
た
佃
戸
に
与
え
る
と
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
一
九
ニ
ハ
年
（
民
国
五
年
）
に
随
嵌
地
、
伍
田
の
払

い
下
げ
事
業
は
、
屯
墾
局
か
ら
新
た
に
成
立
し
て
い
た
官
地
清
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
）

局
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
。
表
1
、
表
2
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の

払
い
下
げ
面
稜
は
一
九
二
四
年
ま
で
に
約
一
七
〇
万
畝
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
の
収
入
は
約
四
二
七
万
元
に
も
達
し
た
。

　
三
十
員
の
冒
頭
に
示
す
の
は
屯
墾
総
局
の
丈
放
土
地
図
冊
の
一

例
で
あ
り
、
新
民
県
の
趨
連
甲
な
る
者
が
九
畝
二
分
の
土
地
を
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
）

領
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
2
　
官
荒
地
の
払
い
下
げ

　
官
地
清
丈
周
は
設
立
当
初
、
聞
荒
（
無
主
の
荒
地
）
、
饒
荒
（
耕

地
間
に
介
在
す
る
荒
蕪
地
）
、
浪
荒
（
河
畔
海
濱
等
の
沖
積
荒
地
）
、

山
荒
（
開
墾
さ
れ
て
い
な
い
山
地
）
の
溝
査
、
丈
放
の
み
を
所
管

87些
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（29）　辛亥革命後，旧拳天省における官有地の払い下げについて

　　　　　　　　　　嚢1奉天省における官有地払い下げ面檀

払い下げ面積（単位：畝）

官地滴丈周によって払い下げ
られた面穂（1915－1930年） 10，081，920

そのうち　内務府官荘 砧4．101

各王公府荘因 2，093，309

生官荒（沙地） 2，93ア，413（1，365）

熟官荒 48，838

陵産 1，101，753

山荒 2I431，6ア6

鹸租地 67．142

牧場生民地 540，033

屯墾局kよって払い下げ
　　られた面積（1913～1924年）　　1，693，241

そのうち（畿地 1詰悌）

史抽1音満洲二於ヶ・■土地制度ノ概要』（満洲国土地局、ユ935年）

　　42－53頁より作成

表2官有地払い下げからの収人（1915～1923年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　娘位：元（1元未満は切り捨て）

奉天官地清丈 奉天省屯墾局の収
局の収入 入

計

1915年（民国4年） 1，695，322 1，695，322

1916　（”　　5） 900，556 帆…（鷲謡） み・・1，…（鷲籍）

1917　（”　6） 1，358，467 633，930 1，992，397

1918　（”　7） 1，341，535 648，798 1，990，333一

1919　（”　8） 1，992，820 ア87．g21 2，780，741

1920　（”　9） 1，886，864 207，626 2，094，490

1921　（”　10） 1，939，511 126，866 2，066，3η

1922　（”　11） 1，984∵294 75，539 2，059，833

1923　（”　12） 1，360，475 105，998 1，466，473

計 14，459，848 帆…（瀦） ・帆・・楓謡）

史料1『満洲二於ケル土地制度ノ概要』（満洲国土地局。1935年）53－58頁より作成
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一橘論叢第98巻第6号（30）

今
擦
領
戸
趨
連
甲
係
新
民
縣
人
承
領
坐
藩

新
民
　
縣
大
新
村
正
黄
旗
　
二
　
段
原
額

地
計
　
捌
畝
玖
分
　
今
丈
得
　
上
則
　
二

段
計
　
玖
畝
武
分
　
違
照
定
章
按
畝
激
憤

中
撃
民
國
二
年
　
三
月
五
日

　
　
　
　
　
　
倹
字
監
縄
員
李
徳
新
丈

　
東
至
王
姓

　
　
四
十
四
弓

鮒
o
繍

す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
「
奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

程
」
が
一
九
一
五
年
（
民
国
四
年
）
四
月
に
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
土
地
は
謂
わ
ゆ
る
「
無
主
の
地
」
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
官

有
地
と
し
て
の
性
樒
を
強
く
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
故
に
、

ま
ず
民
間
へ
の
払
い
下
げ
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
荒
地
と
い
わ
れ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
す
で
に
耕
地

化
し
て
い
た
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
承
領
優
先

権
は
そ
れ
ら
の
土
地
を
す
で
に
事
実
上
占
有
し
て
い
た
原
納
租
戸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

原
業
戸
、
原
墾
種
戸
に
与
え
る
と
さ
れ
て
い
た
。
土
地
は
六
十
畝

を
一
筆
と
し
て
、
上
中
下
の
三
則
及
ぴ
砂
城
地
に
類
別
さ
れ
、
払

い
下
げ
地
価
は
一
畝
あ
た
り
大
銀
元
七
～
三
元
（
砂
城
地
は
一
・

　
　
　
　
　
＾
2
2
〕

五
元
）
で
あ
っ
た
。
官
地
清
丈
局
に
よ
る
官
荒
地
の
払
い
下
げ
は

一
九
三
一
年
（
民
国
二
十
年
）
ま
で
実
施
さ
れ
、
そ
の
払
い
下
げ

面
積
は
表
1
の
生
官
荒
、
熟
官
荒
、
山
荒
の
項
に
あ
る
通
り
で
あ

る
。

　
3
　
皇
産
の
払
い
下
げ

　
官
地
清
丈
局
は
さ
ら
に
内
務
府
官
荘
、
盛
京
戸
部
官
荘
等
の
皇

産
、
及
ぴ
王
公
班
田
の
払
い
下
げ
を
行
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
払
い

下
げ
事
業
は
非
常
に
似
通
っ
た
経
過
を
辿
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ

ら
の
土
地
は
ひ
と
ま
ず
旧
滴
朝
皇
室
、
八
旗
王
公
の
私
産
と
し
て

認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
後
に
説
明
す
る
「
浮
多
地
」
の
概
念
を

巧
妙
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
官
地
清
丈
局
は
結
局
こ
れ
ら
の

土
地
を
民
間
に
払
い
下
げ
て
い
く
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
辛
亥
革
命
後
、
内
務
府
官
荘
、
盛
京
戸
都
官
荘
等
の
皇
産
の
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

い
下
げ
は
ま
ず
三
陵
衙
門
滴
理
皇
産
鹿
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
事
業
は
一
九
一
五
年
（
民
国
四
年
）
に
は
新
設
の
官

地
溝
丈
局
の
管
轄
の
下
に
移
さ
れ
、
「
奉
省
丈
放
内
務
府
荘
地
章

　
　
　
　
　
　
＾
刎
）

程
」
が
公
布
さ
れ
る
。
こ
の
「
章
程
」
に
依
れ
ぱ
、
旧
官
荘
地
の

優
先
承
領
権
は
荘
頭
、
原
佃
戸
、
あ
る
い
は
典
押
主
に
与
え
ら
れ

＾
2
5
〕

た
。
ま
た
、
上
中
下
の
三
則
に
分
け
ら
れ
た
土
地
の
払
い
下
げ
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
）

格
は
、
犬
洋
銀
七
－
三
元
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
払
い
下
げ

の
方
法
は
、
筆
者
が
か
つ
て
示
し
た
清
末
の
錦
州
官
荘
の
丈
放
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
易
〕

場
合
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
一
た
。

　
掘
り
下
げ
て
検
討
を
要
す
る
特
徴
は
、
官
地
清
丈
局
が
内
務
府
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（31）　辛亥革命後，1日奉天省における官有地の払い下げについて

官
荘
の
土
地
を
原
額
荘
地
と
浮
多
地
と
に
分
け
て
と
ら
え
、
前
者

を
旧
清
朝
皇
室
私
有
地
、
後
者
を
官
有
地
と
み
な
し
た
こ
と
で
あ

＾
㎎
〕

る
。
原
額
荘
地
と
は
官
荘
設
立
の
最
初
か
ら
存
在
し
、
土
地
台
帳

に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

浮
多
地
と
は
そ
れ
以
後
に
開
墾
等
に
よ
っ
て
拡
大
し
た
土
地
で
あ

っ
た
。
浮
多
地
を
官
有
地
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
た
根
拠
は
、
前

節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
鉄
地
が
官
地
と
み
な
さ
れ
て
い
た
事
情
に

よ
る
。
当
時
、
内
務
府
官
荘
地
の
原
額
地
は
約
五
十
万
畝
、
浮
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
四
）

地
は
約
二
十
万
畝
程
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
原

額
地
と
浮
多
地
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
は
机
上
で

の
話
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
明
確
な
境
界
が
存
在
し
た
わ
け
で
も

な
い
。
官
地
清
丈
局
は
ま
さ
に
こ
の
点
を
利
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

官
有
財
産
で
あ
る
浮
多
地
の
丈
出
を
行
う
と
い
う
名
目
を
も
っ
て
、

官
地
清
丈
局
が
一
た
び
内
務
府
官
荘
の
払
い
下
げ
に
関
与
す
る
契

機
を
つ
か
ん
で
し
ま
え
ぱ
、
そ
の
払
い
下
げ
が
内
務
府
官
荘
地
全

体
に
ま
で
及
ぷ
こ
と
は
、
当
時
の
政
治
的
な
カ
関
係
か
ら
い
っ
て

も
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
す
で
に
自
己
の
荘
地
を
十
分
に

管
理
、
あ
る
い
は
処
分
す
る
能
カ
を
失
っ
て
い
た
内
務
府
は
、
一

連
の
こ
う
し
た
動
き
に
低
抗
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
た
だ
原
額
地

の
払
い
下
げ
か
ら
の
収
入
は
旧
清
朝
皇
室
の
も
の
と
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
〕

条
件
に
廿
ん
ず
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
過
程
に
よ
り
、
官
地
滴
丈
局
は
内
務
府
官
荘
地
を
な
し

く
ず
し
的
に
民
間
に
払
い
下
げ
て
い
っ
た
。
旧
清
朝
皇
室
は
そ
の

私
産
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
土
地
す
ら
も
喪
失
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
表
1
が
示
す
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
ま
で
に
払
い
下
げ

ら
れ
た
内
務
府
官
荘
地
の
面
積
は
六
十
万
畝
以
上
に
及
ん
だ
。

　
こ
こ
で
は
内
務
府
官
荘
を
一
つ
の
例
と
し
て
、
皇
産
の
払
い
下

げ
に
つ
い
て
説
明
し
た
が
、
そ
の
後
、
盛
京
戸
部
官
荘
、
盛
京
礼

部
官
荘
等
の
皇
産
も
あ
い
つ
い
で
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
い
っ

気
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
2
一

た
。
表
1
が
示
す
よ
う
に
、
皇
産
の
一
種
と
さ
れ
た
陵
産
の
払
い

下
げ
面
稜
は
一
百
万
畝
以
上
に
も
達
し
た
と
い
う
。

　
4
　
王
公
荘
田
の
払
い
下
げ

　
王
公
荘
田
の
払
い
下
げ
の
方
法
は
旧
皇
産
の
場
合
と
共
通
す
る

点
が
多
か
っ
た
。
辛
亥
革
命
後
、
従
来
の
王
公
荘
田
に
対
し
て
は

王
公
の
私
有
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
原
額
地
に
つ
い
て
の
み

で
あ
り
、
浮
多
地
に
つ
い
て
は
や
は
り
官
有
と
さ
れ
た
。
一
九
一

五
年
（
民
国
四
年
）
に
「
査
丈
王
公
荘
地
章
程
」
が
公
布
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
3
〕

ま
ず
官
有
と
さ
れ
た
浮
多
地
の
払
い
下
げ
が
着
手
さ
れ
た
』
こ
の

際
も
皇
産
の
場
合
と
同
じ
事
情
に
よ
り
、
王
公
荘
田
全
体
が
測
量

さ
れ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
王
公
が
荘
園
原
額
地
の
払
い
下

8η
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げ
を
望
ま
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
地
は
彼
ら
の
も
と
に
留
め
置
く

　
　
＾
糾
〕

と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
原
額
地
と
浮
多
地
を
区
別
す
る
こ
と
自
体

が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、

土
地
の
実
権
は
荘
頭
等
が
握
っ
て
お
り
、
八
旗
王
公
の
支
配
は
通

例
在
地
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
憎
か
ら
、

す
で
に
政
治
的
な
カ
を
失
っ
た
各
王
公
は
、
荘
園
の
払
い
下
げ
に

強
く
低
抗
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、
多
く
の
王
公

荘
囲
の
払
い
下
げ
は
荘
地
全
体
に
及
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
5
）

荘
地
の
払
い
下
げ
地
価
は
一
畝
あ
た
り
大
洋
八
－
四
元
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
“
）

そ
の
優
先
承
領
権
は
や
は
り
荘
頭
、
原
個
戸
に
与
え
ら
れ
た
。
土

地
払
い
下
げ
収
入
の
う
ち
、
浮
多
地
か
ら
に
つ
い
て
は
全
て
富
の

収
入
と
し
、
原
額
地
か
ら
に
つ
い
て
は
二
割
を
官
の
報
領
金
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
）

な
し
、
残
り
八
割
は
各
王
公
府
が
受
け
取
る
と
し
た
。
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
憂
）

　
な
お
、
帯
地
投
充
地
に
つ
い
て
は
土
地
の
業
主
権
の
払
い
下
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
彗

で
は
な
く
、
収
租
権
の
売
却
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
行
わ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
荘
頭
等
へ
の
土
地
払
い
下
げ
個
樒
は
、

通
常
の
払
い
下
げ
価
楕
よ
り
低
く
抑
え
ら
れ
る
よ
う
な
配
慮
が
な

　
　
　
　
＾
3

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
帯
地
投
充
と
い
う
沿
革
を
考
慮
し
た
た
め

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
の
帯
地
投
充
者
の
子
孫
は
土
地
に
対

す
る
潜
在
的
な
権
利
を
な
お
有
し
て
い
る
と
、
官
地
清
丈
局
は
解

　
　
　
　
　
　
＾
包

釈
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
民
間
へ
の
払
い
下
げ
に
よ
っ
て
、
多
く
の
八
旗

王
公
も
自
己
の
私
産
と
さ
れ
た
荘
園
を
喪
失
し
て
い
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
表
1
が
示
す
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
ま
で
に
約
二
百
万

畝
の
旧
王
公
荘
田
が
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。

　
官
地
清
丈
局
に
よ
る
官
有
地
払
い
下
げ
の
過
程
を
簡
潔
に
ま
と

め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
辛
亥
革
命
後
、
旧
奉
天
省
地
方
権

カ
は
旧
八
旗
官
兵
の
職
田
、
官
荒
地
の
払
い
下
げ
か
ら
手
を
着
け

た
が
、
こ
れ
は
こ
の
種
の
土
地
が
か
つ
て
の
公
産
と
し
て
の
性
楮

を
最
も
強
く
有
し
て
い
た
と
い
う
点
か
ら
理
解
で
き
る
。
官
有
地

払
い
下
げ
の
重
要
な
目
的
の
一
つ
は
財
源
の
拡
大
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
旧
奉
天
省
地
方
権
カ
は
さ
ら
に
払
い
下
げ
ら
れ
る
べ
き
官

有
地
の
概
念
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
ま
ず
、
官
地
清
丈
局
は
浮
多

地
と
い
う
概
念
を
利
用
し
て
、
旧
官
荘
、
王
公
荘
田
の
一
部
を
官

有
地
と
み
な
し
、
払
い
下
げ
の
対
象
地
と
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に

旧
清
朝
皇
室
、
王
公
府
が
土
地
の
管
理
能
カ
も
、
ま
た
払
い
下
げ

に
低
抗
す
る
カ
も
な
い
と
み
る
や
、
官
地
清
丈
局
は
払
い
下
げ
対

象
地
を
旧
官
荘
、
王
公
荘
困
全
体
に
ま
で
拡
大
し
て
い
う
た
の
で
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（33）　辛亥革命後，旧奉天省における官有地の払い下げについて

あ
る
。
表
2
に
よ
れ
ぱ
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
二
三
年
支
で
の

九
年
間
に
、
官
有
地
払
い
下
げ
か
ら
の
収
入
は
一
千
八
百
万
元
以

上
に
達
し
た
。
当
時
の
奉
天
省
の
財
政
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が

多
い
が
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
の
奉
天
省
歳
入
は
約
一
千
二
百
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
柵
〕

か
ら
一
千
五
百
万
元
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
推
計
が
あ
る
。
も
し

こ
の
数
字
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ぱ
、
官
有
地
払
い
下
げ
か
ら
の

収
入
が
如
何
に
膨
大
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
当
時
の
張
作
霧
政

権
に
と
っ
て
如
何
に
貴
重
な
財
源
で
あ
っ
た
か
を
想
像
す
る
こ
と

が
出
来
る
。

　
　
　
第
三
節
　
官
有
地
払
い
下
げ
に
対
す
る
民
間
の
対
応

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
官
有
地
払
い
下
げ
に
対
し
て
、
民
間
の

在
地
社
会
は
如
何
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
研

究
で
は
、
官
有
地
払
い
下
げ
に
対
す
る
農
民
の
激
し
い
抵
抗
が
強

調
さ
れ
て
き
た
し
、
ま
た
筆
者
も
か
つ
て
そ
の
点
を
論
じ
た
こ
と

　
＾
珊
）

が
あ
る
。
官
有
地
承
領
の
優
先
権
は
荘
頭
、
典
押
主
と
い
っ
た
そ

れ
ま
で
の
事
実
上
の
土
地
占
有
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
原
則
で

あ
っ
た
。
し
た
が
・
っ
て
、
官
有
地
承
領
者
に
と
っ
て
官
有
地
丈
放

と
は
、
自
己
の
占
有
地
に
対
し
新
た
に
地
価
と
地
税
の
負
担
が
課

せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
、
重
層
的
な
土
地
権
利

関
係
が
存
在
し
た
な
か
で
、
一
人
の
地
価
支
払
者
の
み
に
土
地
の

業
主
権
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
者
の
従
来

の
土
地
に
対
す
る
権
利
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。

特
に
官
荘
、
王
公
荘
田
の
小
作
人
は
、
そ
れ
ま
で
慣
習
的
に
認
め

ら
れ
て
い
た
彼
ら
の
「
永
個
権
」
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
危
倶
し
た

　
　
乖
）

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
官
有
地
払
い
下
げ
に
低
抗
す

る
根
強
い
カ
が
在
地
社
会
に
存
在
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
し
か
し
＾
筆
者
が
こ
こ
で
同
時
に
強
調
し
た
い
点
は
、
在
地
の

有
力
者
層
が
あ
る
場
合
に
は
官
有
地
払
い
下
げ
を
強
く
望
ん
で
い

た
こ
と
で
あ
る
。
民
間
の
側
が
そ
の
受
入
れ
の
婆
勢
を
示
さ
な
い

限
り
、
官
有
地
払
い
下
げ
と
い
う
事
業
は
決
し
て
成
功
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
官
地
清
丈
局
の
事
業
の
う
ち
で
、
官
荒
地
、
旧
皇

産
、
旧
王
公
荘
田
、
旧
職
困
の
払
い
下
げ
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、

清
賦
及
ぴ
普
通
溝
丈
に
は
完
全
に
失
敗
し
た
こ
と
は
こ
の
点
を
よ

　
　
　
　
＾
色

く
示
し
て
い
る
。
す
で
に
地
主
の
業
主
権
が
確
立
し
て
い
た
民
有

地
に
お
い
て
、
官
が
土
地
の
丈
量
を
行
う
こ
と
は
単
に
地
税
の
増

額
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
在
地
の
地
主

層
は
清
賦
、
普
通
清
丈
に
激
し
く
抵
抗
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
辛
亥
革
命
後
に
官
有
と
み
な
さ
れ
た
土
地
に
は
民
間
地

主
の
業
主
権
が
そ
れ
ま
で
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
官
有
地
丈
放

879



橋諭叢 第98巻 第6号　（34）

と
は
、
在
地
支
配
層
が
こ
う
し
た
土
地
の
業
主
権
を
獲
得
す
る
絶

好
の
機
会
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
払
い
下
げ
を
受
け

る
で
あ
ろ
う
そ
れ
ら
の
土
地
の
占
有
者
、
在
地
支
配
層
は
新
た
に

地
価
、
地
税
を
支
払
う
経
済
的
負
担
と
、
そ
れ
ら
の
土
地
に
自
己

の
業
主
権
を
確
立
す
る
こ
と
の
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
利
益

を
計
算
し
た
。
そ
の
利
益
が
負
担
よ
り
大
き
い
と
考
え
れ
ぱ
、
彼

ら
は
当
然
「
官
有
地
払
い
下
げ
」
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
く

こ
と
と
な
る
。

　
当
時
、
民
間
の
側
が
官
有
地
払
い
下
げ
を
積
極
的
に
求
め
て
い

た
側
面
を
示
す
史
料
と
し
て
、
奉
天
財
政
庁
の
指
令
書
の
一
都
を

こ
こ
で
検
討
し
よ
う
。

「
具
呈
人
　
孫
則
先
（
民
国
十
一
年
十
月
二
十
七
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
す
で

　
該
民
報
領
の
地
、
業
に
響
署
の
査
覆
に
擦
れ
ぱ
、
印
房
胡
同

の
地
は
洩
水
の
水
泡
に
係
り
、
騨
馬
圏
胡
同
の
地
は
交
通
に
碍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
竺

げ
有
り
。
請
ふ
所
は
均
し
く
庸
議
す
る
な
か
れ
」

「
具
呈
人
　
高
銘
山
（
民
国
十
一
年
十
月
二
十
八
日
）

　
此
の
地
は
前
に
す
で
に
多
く
の
人
報
領
す
。
警
察
署
に
筋
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
†
で
に

て
勘
査
せ
し
む
る
に
、
交
通
に
碍
げ
有
り
。
業
経
批
駁
す
る
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
竺

案
に
在
り
。
該
民
の
請
ふ
所
は
准
さ
ず
」

「
具
星
人
　
李
桂
槙
（
民
国
十
一
年
十
月
十
二
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寸
て
に

　
該
民
が
報
領
す
る
の
地
は
業
経
警
署
査
覆
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
佃
〕

の
場
所
に
係
れ
り
。
講
（
ふ
所
）
は
准
さ
ず
」

公
共
の
強
物

　
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
次
の
点
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

ま
ず
、
宮
の
側
が
払
い
下
げ
を
行
う
官
有
地
を
指
定
し
て
、
そ
の

土
地
承
領
者
を
募
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
当
時
民
間
の
側
か
ら

も
官
有
地
の
払
い
下
げ
を
申
請
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
申
講
が
行
わ
れ
た
場
合
、
奉
天
財
政
庁
は
管
轄
の
響
察

署
に
そ
の
申
講
内
容
と
土
地
の
実
情
を
調
査
さ
せ
、
適
当
と
判
断

す
れ
ぱ
そ
う
し
た
土
地
の
払
い
下
げ
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
形
式
で
の
宮
有
地
払
い
下
げ
申
請
は
当
時
決
し
て
珍
し

く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
一
九
二
二
年
（
民
国
十
一

年
）
十
月
に
は
四
十
一
件
の
申
請
に
つ
い
て
の
記
録
が
『
牽
天
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
雀

政
庁
指
令
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　
史
料
に
示
し
た
孫
則
先
の
申
講
は
、
そ
の
二
か
所
の
土
地
が
そ

れ
ぞ
れ
排
水
池
、
交
通
の
要
所
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
ま
た
高

銘
山
、
李
極
槙
の
申
講
は
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
が
交
通
の
要
所
、
公
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（35）　辛亥革命後，旧奉天省における官有地の払い下げについて

共
の
．
こ
み
廃
棄
場
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
却
下
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
『
財
政
庁
指
令
』
に
は
、
却
下
さ
れ
た
官
有
地
払
い
下
げ
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
的
）

講
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、

財
政
庁
が
官
有
地
払
い
下
げ
そ
の
も
の
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
解

釈
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
当
時
、
官
有
地
払
い
下
げ
が
実
際
に

行
わ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
民
間
の
側
は
繰
り
返
し
払
い
下
げ
申

請
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
排
水
池
や
ご
み
廃
棄
場
と
い

っ
た
土
地
の
払
い
下
げ
ま
で
を
も
申
請
し
て
い
た
と
い
う
点
に
、

官
有
地
払
い
下
げ
を
求
め
る
当
時
の
民
間
の
強
力
な
動
き
を
み
て

と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
前
節
で
説
明
し
た
官
地
清
丈
局
に
よ
る

官
有
地
払
い
下
げ
も
、
こ
う
し
た
民
間
の
動
き
に
支
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
十
分
に
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
満
州
国
」
国
務
院
地
籍
整
理
局
の
ま
と
め
た
『
遼
陽
縣
に
於

け
る
土
地
に
関
す
る
慣
習
調
査
報
告
書
』
と
い
う
報
告
の
な
か
に
、

一
九
一
六
年
及
ぴ
一
九
一
七
年
の
奉
天
省
議
会
に
お
け
る
議
員
李

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肌
）

學
詩
、
齊
大
昌
の
発
言
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
こ

の
二
議
員
は
王
公
荘
地
の
払
い
下
げ
に
対
し
て
民
間
が
反
抗
し
て

い
た
事
実
を
述
べ
、
そ
の
背
景
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

ま
ず
、
か
つ
て
こ
の
地
域
の
土
地
を
開
墾
し
た
農
民
は
王
公
府
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
守

も
と
に
そ
の
土
地
を
寄
進
し
た
が
、
こ
れ
を
代
地
投
充
、
あ
る
い

は
一
地
二
養
と
呼
ん
だ
。
二
う
し
た
経
緯
か
ら
、
土
地
寄
進
者
で

あ
る
民
戸
の
土
地
に
対
す
る
潜
在
的
権
利
は
そ
の
後
も
保
証
さ
れ

て
お
り
、
王
公
府
は
自
由
に
増
租
奪
個
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
に
対
し
て
強
い
権
利
を
有
す
る
こ
う
し

た
民
戸
へ
の
払
い
下
げ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ぱ
、
王
公
荘

田
の
払
い
下
げ
地
価
は
あ
ま
り
に
も
高
額
で
あ
る
と
二
議
員
は
主

張
す
る
。
ま
た
、
齋
大
昌
は
王
公
荘
田
の
一
都
の
土
地
が
す
で
に

荘
頭
か
ら
民
間
に
出
典
さ
れ
て
い
た
事
実
を
あ
げ
、
さ
ら
に
地
価

を
徴
収
し
て
典
押
主
に
土
地
を
払
い
下
げ
る
の
は
、
「
傾
の
上
に

便
を
加
ふ
る
」
よ
う
な
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
李
、
齋
の
二
議

員
は
王
公
荘
田
払
い
下
げ
に
対
す
る
民
間
の
反
抗
気
運
を
諭
じ
な

が
ら
、
結
局
は
払
い
下
げ
地
価
の
軽
減
を
主
張
し
て
い
る
。
具
体

的
に
、
齋
大
昌
は
一
畝
あ
た
り
八
－
四
元
の
払
い
下
げ
地
価
を
五

－
三
元
に
引
き
下
げ
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
彼
ら
の
発
言
は
地

価
支
払
い
負
担
の
軽
減
を
図
り
な
が
ら
、
官
有
地
払
い
下
げ
を
受

け
入
れ
て
い
こ
う
と
す
る
、
こ
の
地
域
の
在
地
有
カ
者
の
意
志
を

代
弁
し
て
い
る
と
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の

地
域
の
在
地
支
配
層
に
と
っ
て
の
関
心
は
、
「
官
有
地
払
い
下
げ
」

そ
の
も
の
に
反
対
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
如
何
に
安
価
に
か
つ
て

の
職
田
、
皇
産
、
王
公
荘
田
の
土
地
の
業
主
権
を
獲
得
す
る
か
と
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い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
民
間
の
在
地
社
会
が
実
際
に
膨
大
な

額
の
地
価
を
奉
天
省
地
方
政
府
に
支
払
っ
た
と
い
う
事
実
に
は
十

分
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
当
時
、
経
済
カ
の
あ
る
者
が
地

価
を
支
払
っ
て
官
有
と
み
な
さ
れ
た
土
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
た

の
は
、
そ
れ
が
経
済
的
、
杜
会
的
に
利
益
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
の
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
事
憎
が
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
東
三
省
の
農
業
発
展
は
こ
の
地
域

の
土
地
の
価
値
を
急
遠
に
高
め
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
域
の
多
く

の
土
地
は
地
価
、
地
税
を
支
払
っ
て
も
、
そ
れ
に
十
分
見
合
う
程

の
価
値
を
生
み
だ
す
財
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
張
作

霧
政
権
に
よ
る
不
換
紙
幣
（
奉
天
票
）
の
濫
発
と
い
う
事
情
の
も

　
＾
馳
）

と
で
、
こ
の
地
域
の
地
主
、
有
カ
者
層
が
土
地
へ
の
投
資
を
何
よ

り
も
安
全
で
利
益
が
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は

な
い
。
さ
ら
に
、
満
末
時
の
諮
議
局
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
議
会

の
成
立
以
来
、
地
主
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
公
的

な
政
治
権
カ
と
結
ぴ
つ
く
た
め
に
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
＾
兜
〕

と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
て
、
財

源
の
拡
大
を
求
め
て
奉
天
省
地
方
政
府
が
実
施
し
た
「
官
有
地
払

い
下
げ
」
に
対
し
て
、
在
地
の
地
主
、
有
カ
者
層
の
一
部
は
稜
極

的
に
こ
れ
に
呼
応
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
民
間
臥
動
き
は

「
官
有
地
払
い
下
げ
」
事
業
を
支
え
る
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

結
ぴ
に
代
え
て

　
旧
奉
天
省
に
お
け
る
「
官
有
地
払
い
下
げ
」
に
つ
い
て
、
本
稿

は
そ
の
概
略
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。
皇
産
を
形
成
し
た
各
地
目
、

王
公
荘
田
、
職
田
、
荒
地
等
の
払
い
下
げ
の
た
め
に
、
辛
亥
革
命

後
に
は
様
々
な
章
程
が
次
々
と
公
布
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
う
し

た
各
地
目
の
払
い
下
げ
の
具
体
的
な
過
程
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
細

か
な
分
析
を
加
え
て
い
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿

は
民
国
初
期
の
奉
天
省
に
お
け
る
官
有
地
払
い
下
げ
事
業
を
ひ
と

ま
ず
概
観
し
、
次
の
よ
う
な
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
第
一
に
、
清
朝
の
制
度
の
下
で
は
、
そ
も
そ
も
明
確
な
「
官
有

地
」
と
い
う
概
念
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
地
域
に
広
く

存
在
し
た
官
荘
、
王
公
荘
田
、
職
田
等
の
土
地
は
公
産
と
私
産
と

し
て
の
性
格
を
同
時
に
有
し
て
い
た
生
言
え
る
。
辛
亥
革
命
後
、

奉
天
省
地
方
政
府
は
こ
う
し
た
土
地
の
公
産
と
し
て
の
性
格
を
強

調
し
、
そ
の
多
く
を
「
官
有
地
」
と
し
て
民
間
に
払
い
下
げ
て
い

っ
た
。
ま
た
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
清
朝
皇
室
、
王
公
の
私
産
と
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（37）辛亥革命後，旧奉天創二おける官有地の払い下げについて

み
な
さ
れ
た
土
地
も
結
局
払
い
下
げ
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。

旧
清
朝
皇
室
、
王
公
に
は
す
で
に
こ
う
し
た
動
き
に
強
く
低
抗
す

る
政
治
的
カ
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
旧
旗
地
官
荘
制
度
の
も
と
で
は
、
皇
産
、
王
公
荘
田

の
名
目
的
な
領
主
権
は
あ
く
ま
で
も
清
朝
皇
室
。
や
各
王
公
府
に
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
荘
頭
等
の
土
地
占
有
者
は
土
地
の
業
主
権
を
有

し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
旧
奉
天
省
地
方
政
府
は
こ
れ
ら
の

土
地
占
有
者
に
土
地
を
払
い
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
在
地
の
生
産

関
係
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
を
図
っ
た
。
業
主
権
む
有
さ
な

か
っ
た
こ
れ
ら
の
土
地
占
有
者
は
、
「
完
全
な
る
」
・
地
主
と
な
る

こ
と
を
求
め
て
「
官
有
地
払
い
下
げ
」
に
応
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
三
に
、
当
時
の
奉
天
省
の
多
く
の
土
地
が
経
済
的
に
価
値
あ

る
財
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
旧
官
荘
、
王
公
荘
田
の
土
地
占
有
者

は
地
価
を
支
払
っ
て
も
、
土
地
の
業
主
権
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
の
背
景
に
は
、
当
時
の
東
三
省
の

経
済
発
展
、
イ
ン
フ
レ
の
進
行
等
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
民

間
の
側
が
実
際
に
膨
大
な
額
の
地
価
を
負
担
す
る
経
済
カ
を
備
え

て
い
だ
ど
い
う
事
実
迷
見
逃
せ
な
い
。

　
「
官
有
地
払
い
下
げ
」
と
い
う
事
業
は
時
の
権
カ
が
欲
す
れ
ぱ
、

何
時
で
も
自
由
に
行
え
る
と
い
う
性
楮
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
、

そ
の
た
め
に
は
払
い
下
げ
可
能
な
土
地
。
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
払
い
下
げ
を
受
け
る
民
間
の
側
に
土
地

を
買
い
と
る
意
志
と
、
そ
の
た
め
の
条
件
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
条
件
が
揃
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
辛
亥

革
命
後
の
奉
天
省
で
は
大
規
模
な
「
官
有
地
」
の
払
い
下
げ
が
可

能
と
な
り
、
旧
奉
天
省
政
府
は
膨
大
な
額
の
地
価
を
獲
得
す
る
こ

と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
本
稿
は
土
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
た
土
地
占
有
者
と
、

彼
ら
の
も
と
で
実
際
に
耕
作
に
従
事
し
て
い
た
個
戸
等
の
関
係
に

つ
い
て
は
論
じ
な
か
っ
た
。
「
官
有
地
」
の
「
民
有
地
」
化
が
民

間
内
部
の
土
地
権
利
関
係
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
、
ま
た
こ
の

こ
と
が
．
「
官
有
地
払
い
下
げ
」
に
対
す
る
抵
抗
と
呼
応
と
い
う
複

雑
な
民
間
の
対
応
の
仕
方
と
如
何
に
関
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
問
題
を
さ
ら
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
を
、
筆
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
貼
）

今
後
の
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
。

　
（
1
）
　
旗
地
に
つ
い
て
は
広
狭
様
々
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ

　
　
で
は
周
藤
吉
之
氏
の
説
明
を
参
考
と
し
た
。
周
藤
吉
之
『
清
代
満
洲

　
　
土
地
政
策
の
研
究
－
特
に
旗
地
政
策
を
中
心
と
し
て
1
』
（
昭
和
十

　
　
九
年
、
河
出
書
房
）
二
－
三
頁
。

　
（
2
）
　
民
地
に
つ
い
て
の
詳
し
い
研
究
と
し
て
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会

　
　
祉
総
務
部
調
査
課
『
満
洲
藺
憤
調
査
報
告
蓄
　
前
編
ノ
内
　
一
般
民
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地
』
上
、
中
、
下
巻
（
大
正
三
－
四
年
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
）

　
を
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
民
人
に
永
遠
の
用
益
権
の
み
が
与
え
ら
れ

　
た
土
地
は
、
制
度
的
に
は
「
官
地
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
『
一
般

　
民
地
』
で
は
そ
う
し
た
土
地
を
「
準
民
地
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
3
）
　
民
国
内
務
部
は
旧
王
公
荘
田
の
公
産
と
し
て
の
性
格
を
強
調
し

　
て
い
た
。
さ
ら
に
、
「
満
州
国
」
土
地
局
も
旧
内
務
府
官
荘
等
の
↓
⊥

　
地
を
公
産
と
し
て
み
な
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
か
つ
て
の
滴
朝
皇
帝
で
あ
る
薄
犠
一
族
の
そ
れ
ら
の
土
地
に
対
す
る

　
特
別
な
権
剰
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
天
海
謙
三
郎
氏
は

　
こ
れ
ら
の
見
解
を
批
判
し
て
、
皇
産
、
王
公
荘
田
の
私
産
と
し
て
の

　
佳
楕
を
諭
じ
て
い
る
。
天
海
謙
三
郎
「
前
蒲
皇
族
の
荘
園
所
有
櫓
に

　
戯
い
て
」
『
東
亜
関
係
資
料
彙
存
』
第
十
一
号
、
犬
正
四
年
十
一
月
。

　
同
「
皇
産
の
本
賀
－
満
洲
国
土
地
局
の
見
解
を
評
す
ー
」
『
新
天
地
』

　
第
十
五
年
第
六
号
、
昭
和
十
年
六
月
。

（
4
）
　
前
掲
『
糟
代
満
洲
土
地
政
策
の
研
究
』
二
五
二
－
六
二
頁
。
こ

　
の
場
含
、
「
租
」
は
「
賦
」
よ
り
一
般
に
負
組
が
重
か
っ
た
。
な
お
、

　
民
地
の
入
官
に
つ
い
て
は
前
掲
＝
般
民
地
』
上
巻
、
「
第
三
章

　
準
民
地
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
）
　
爽
正
四
－
五
年
に
・
か
け
て
奉
天
の
旗
地
、
官
荘
、
民
地
は
丈
量

　
さ
れ
て
、
土
地
台
帳
で
あ
る
紅
冊
に
記
蛾
さ
れ
た
。
こ
れ
を
原
額
地

　
と
も
言
う
。
紅
冊
地
に
対
し
、
乾
隆
年
間
以
後
に
丈
出
さ
れ
た
旗
人
、

　
民
人
の
私
墾
地
は
鎗
地
と
総
称
さ
れ
た
。
前
掲
『
清
代
満
洲
土
地
政

　
策
の
研
究
』
一
一
－
一
六
員
。
関
東
都
督
府
臨
時
土
地
調
査
部
『
関

　
東
州
土
地
蕾
慣
一
斑
』
（
大
正
四
年
、
大
連
）
　
一
三
二
－
三
七
員
。

（
6
）
　
前
掲
『
滴
代
満
洲
土
地
政
策
の
研
究
』
二
六
二
頁
。

（
ア
）
　
荘
頭
の
在
地
支
配
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
滴
朝
の
時
代
、
東
三

　
省
に
お
け
る
八
旗
荘
園
の
荘
頭
に
つ
い
て
の
一
考
察
－
帯
地
投
充
荘

　
頭
を
中
心
に
1
」
、
『
批
会
経
済
史
学
』
第
四
十
六
巻
第
一
号
、
昭
和

　
五
十
五
年
六
月
。

（
ポ
）
　
国
務
院
地
籍
整
理
局
『
遼
陽
縣
に
於
け
る
土
地
に
関
す
る
憤
習

　
調
査
報
舎
書
』
一
九
三
八
年
、
二
三
－
二
四
買
。

（
9
）
　
王
永
江
は
張
作
霧
政
擁
の
財
政
、
内
政
を
支
え
た
実
カ
者
で
あ

　
り
、
王
鏡
賓
は
そ
の
都
下
で
あ
っ
た
。
王
廼
斌
は
斬
雲
鵬
内
閣
で
は

　
張
作
霧
を
代
表
し
て
農
商
総
長
を
務
め
て
い
る
。
園
田
一
亀
『
奉
天

　
派
の
新
人
と
奮
人
』
（
犬
正
十
二
年
、
満
洲
圓
目
新
聞
社
）
、
ニ
ニ
一

　
－
一
二
二
員
。

（
1
0
）
　
前
掲
『
遼
陽
縣
に
於
け
る
土
地
に
関
す
る
慣
習
調
査
報
告
書
』
、

　
二
三
－
三
二
員
。

（
1
1
）
　
〕
一
日
随
嵌
地
及
伍
田
地
、
－
－
該
地
誰
由
民
人
承
個
、
至
今

　
尚
属
官
産
。
…
：
・
現
査
拳
天
金
省
随
鉄
等
地
共
九
十
七
万
八
千
四
百

　
畝
、
－
－
。
奉
省
地
個
較
貴
、
毎
畝
平
均
定
価
銀
十
両
、
丈
放
一
百

　
万
畝
、
悠
得
銀
一
千
万
両
L
熊
希
齢
「
奏
為
審
擬
経
営
皇
室
財
産
而

　
符
憲
政
折
、
（
一
九
一
〇
年
九
月
二
十
四
日
）
」
、
林
増
平
、
周
秋
光

　
編
『
熊
希
齢
集
　
上
冊
』
（
一
九
八
五
年
、
湖
南
人
氏
出
版
社
）
、
二

　
一
九
－
二
〇
頁
。

（
1
2
）
　
中
国
科
学
院
歴
史
研
究
所
第
三
所
主
編
、
『
錫
良
遣
稿
奏
稿
』

　
（
一
九
五
九
年
、
中
準
書
局
）
巻
七
、
文
奮
番
号
一
〇
二
一
、
宣
統

　
二
年
二
月
二
七
日
上
奏
。
「
奉
省
光
緒
三
十
四
年
分
金
省
歳
入
銀
一

．
脳

8



，

●

辛亥革命後，1日奉天省における官有地の払い下げについて（39）

　
千
五
百
八
十
万
零
七
千
二
百
七
十
五
両
零
、
…
－
」

（
1
3
）
　
「
丈
放
随
鉄
伍
閏
章
程
」
、
（
「
満
洲
国
」
）
土
地
局
『
土
地
関
係

　
旧
法
規
（
奉
熱
両
省
単
行
之
都
）
』
（
一
九
三
四
年
、
土
地
局
）
、
四

　
三
－
五
一
頁
。
こ
の
『
土
地
関
係
旧
法
規
』
は
民
国
初
期
の
東
三
省

　
に
お
け
る
土
地
関
係
の
法
規
を
ま
と
め
て
い
る
。
官
有
地
払
い
下
げ

　
に
つ
い
て
の
章
程
も
数
多
く
こ
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
以
下

　
に
本
稿
が
示
す
い
く
つ
か
の
章
程
も
、
す
ぺ
て
二
の
『
土
地
関
係
旧

　
法
規
』
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
「
丈
放
随
献
伍
田
軍
程
」
第
一
条
、
並
ぴ
に
前
掲
『
遼
陽
縣
に

　
於
け
る
土
地
に
関
す
る
憤
習
調
査
報
告
書
』
、
ニ
ニ
頁
。

（
∬
）
　
前
掲
『
遼
陽
縣
に
於
け
る
土
地
に
関
す
る
慣
習
調
査
報
告
薔
』
、

　
ニ
ニ
頁
。

（
1
6
）
　
「
丈
放
随
献
伍
田
章
程
」
第
八
条
。
土
地
承
領
者
に
は
ま
ず
「
丈

　
単
」
が
与
え
ら
れ
、
後
日
地
価
の
納
入
と
ひ
き
か
え
に
「
犬
照
」
が

　
発
給
さ
れ
た
。

（
〃
）
　
同
「
章
程
」
第
九
条
、
「
各
旗
佃
戸
、
前
己
按
名
擾
給
租
照
、

　
此
次
丈
放
似
鷹
儘
持
有
租
照
各
個
首
先
承
領
、
　
－
・
」

（
1
8
）
　
前
掲
『
遼
陽
縣
に
於
け
る
土
地
に
関
す
る
憤
習
調
査
報
告
書
』
、

　
二
三
員
。

（
1
9
）
　
（
「
満
州
国
」
）
土
地
局
『
寅
料
第
式
拾
五
號
　
満
洲
国
二
於
ケ

　
ル
地
籍
簿
冊
ノ
様
式
』
（
一
九
三
五
年
、
満
洲
帝
国
土
地
局
）
、
第
二

　
頁
。

（
2
0
）
　
「
奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
章
程
」
、
前
掲
『
土
地
関
係
旧
法
規
』
、

　
二
一
－
二
五
員
。
同
「
箪
程
」
第
四
条
、
「
凡
全
省
官
有
閲
荒
、
鹸

　
荒
、
淡
荒
、
及
蒙
荒
等
地
均
腐
一
律
滴
査
分
別
丈
放
、
－
－
L

（
2
1
）
　
同
「
章
程
」
第
二
三
条
、
「
－
：
・
先
儘
原
納
租
戸
、
或
原
業
戸
、

　
原
墾
種
戸
報
領
、
：
：
：
」

（
2
2
）
　
同
「
章
程
」
第
二
五
条
。
地
価
に
加
え
て
一
畝
に
つ
き
、
註
冊

　
費
犬
銀
元
二
角
、
照
費
大
銀
元
一
角
を
徴
収
す
る
と
し
て
い
た
。

（
2
3
）
　
前
掲
『
遼
陽
縣
に
於
け
る
土
地
に
関
す
る
慣
習
調
壷
報
告
書
』
、

　
二
一
－
二
二
頁
。

（
2
4
）
　
「
奉
省
丈
放
内
務
府
荘
地
章
程
」
、
前
摺
『
土
地
関
係
旧
法
規
』
、

　
五
七
－
六
一
頁
。

（
2
5
）
　
同
「
章
程
」
第
三
項
。
「
此
次
大
放
荘
地
先
錘
荘
頭
交
慣
承
領

　
－
・
、
如
荘
頭
無
カ
個
領
、
取
具
該
荘
頭
退
地
苛
緒
、
准
原
佃
承
領
、

　
唯
荘
頭
如
私
典
盗
押
於
個
戸
者
、
腐
運
爵
佃
戸
承
領
、
…
－
」

（
2
6
）
　
同
「
箪
程
」
第
四
項
。
地
価
に
加
え
て
、
　
一
畝
あ
た
り
照
費
大

　
銀
元
一
角
、
冊
費
大
銀
元
二
角
が
徴
収
さ
れ
た
。

（
η
）
　
拙
稿
「
清
末
の
時
期
、
東
三
省
商
都
に
お
け
る
官
地
の
丈
放
の

　
社
会
経
済
史
的
意
味
、
－
錦
州
官
荘
の
丈
放
を
一
例
と
し
て
1
」
、

　
『
社
会
経
済
史
学
』
第
四
十
九
巻
四
号
、
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
。

（
2
8
）
「
奉
省
丈
放
内
務
府
荘
地
章
程
」
第
一
項
、
「
丈
放
正
額
地
慣
掻

　
解
皇
窒
、
浮
多
地
傾
収
踊
國
有
」
。
天
海
謙
三
郎
『
満
洲
衝
慣
調
査

　
報
皆
書
　
前
編
　
皇
産
（
第
三
版
）
』
、
（
昭
和
十
一
年
、
南
満
洲
鉄

　
道
株
式
会
社
）
、
二
九
二
－
九
三
頁
。

（
2
9
）
　
内
務
府
官
荘
地
の
原
額
荘
地
面
稜
は
盛
京
内
務
府
荘
地
冊
に
記

　
載
さ
れ
て
い
た
約
五
十
万
畝
で
あ
っ
た
。
前
掲
『
皇
産
』
、
二
九
二

　
頁
。
「
奉
省
丈
放
内
務
府
荘
地
章
程
」
第
二
項
、
「
査
盛
京
内
務
府
荘
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地
冊
載
原
額
五
十
饒
万
畝
」

（
3
0
）
前
掲
『
皇
産
』
、
二
九
二
頁
。
前
掲
『
遼
陽
縣
に
於
け
る
土
地

　
に
関
す
る
慣
習
調
査
報
告
書
』
、
二
六
頁
。

（
3
1
）
　
満
洲
帝
国
協
和
会
・
地
籍
整
理
周
分
会
『
土
地
用
語
辞
典
』

　
（
昭
和
十
四
年
、
厳
南
堂
）
、
「
盛
京
戸
部
官
荘
」
（
三
五
六
頁
）
、
「
盛

　
京
礼
部
官
荘
」
（
三
五
七
頁
）
の
項
を
参
照
。

（
㏄
）
　
清
朝
の
時
代
、
三
陵
の
直
轄
に
騎
し
た
官
地
。
例
え
ば
三
陵
荘

　
園
、
密
柴
官
旬
地
、
及
ぴ
三
陵
鹸
地
等
で
あ
る
。
前
掲
『
土
地
用
語

　
辞
典
』
、
六
六
二
員
。

（
犯
）
　
「
査
丈
王
公
荘
地
章
程
」
、
前
掲
『
土
地
関
係
旧
法
規
』
、
六
一

　
－
六
三
員
。
第
一
項
「
所
収
正
額
地
慣
除
報
効
二
成
外
、
綴
爵
各
府

　
彙
領
、
其
浮
多
地
畝
憾
蠕
國
有
－
－
」
。
第
二
項
「
正
額
婦
府
、
浮

　
多
蠕
國
：
：
」
な
お
、
「
査
丈
王
公
荘
地
章
程
」
は
そ
の
後
民
国
十

　
年
九
月
に
改
訂
さ
れ
、
「
改
訂
丈
放
王
公
荘
地
章
糧
」
が
施
行
さ
れ

　
た
。
『
土
地
関
係
旧
法
規
』
、
六
三
－
六
八
頁
。

（
3
4
）
　
「
査
丈
王
公
荘
地
章
程
」
、
第
二
項
「
各
王
公
府
如
有
不
願
丈
放

　
者
、
亦
鷹
聲
請
本
局
・
－
」

（
3
5
）
　
「
改
訂
丈
放
王
公
荘
地
章
程
」
第
十
五
条
に
よ
れ
ぱ
、
地
価
に

　
加
え
て
冊
照
費
大
洋
一
角
五
分
が
徴
収
さ
れ
た
。
な
お
、
は
じ
め
の

　
「
査
丈
王
公
荘
地
章
程
」
で
は
、
地
価
は
毎
畝
大
銀
元
六
－
二
〇
元

　
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
．

（
3
6
）
　
「
改
訂
丈
放
王
公
荘
地
章
程
」
、
第
九
条
「
査
明
承
種
之
戸
、
荘

　
種
麗
荘
承
領
、
佃
種
蹄
個
承
領
。
－
－
・
・
」
。
第
十
条
「
上
条
所
指
佃

　
領
之
地
、
須
先
健
原
個
戸
承
領
－
・
」

（
η
）
　
「
改
訂
丈
放
王
公
荘
地
章
程
」
、
第
十
七
条
「
所
収
荘
地
基
地
価

　
款
、
以
二
成
擢
蠕
國
有
、
以
八
成
収
蠕
各
王
公
名
下
存
款
脹
簿
専
儲

　
備
領
、
浮
多
地
憤
儀
敷
掻
蠕
國
有
」

（
3
8
）
・
帯
地
投
充
と
は
旗
人
に
投
降
し
た
漢
人
が
、
そ
の
帰
服
の
際
に

　
田
産
を
随
帯
し
た
こ
と
を
言
う
。
前
掲
『
関
東
州
土
地
蟄
憤
一
斑
』
、

　
一
一
七
頁
。

（
3
9
）
　
そ
の
た
め
に
民
国
四
年
十
一
月
、
「
奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
詳

　
准
埴
訂
清
理
王
公
府
帯
地
投
充
地
畝
章
程
」
が
施
行
さ
れ
た
。
前
掲

　
『
土
地
関
係
旧
法
規
』
、
一
七
四
－
一
七
八
頁
。
そ
の
第
二
条
に
「
王

　
公
府
自
本
章
程
宣
布
之
日
起
、
封
於
帯
地
投
充
之
地
収
租
権
鷹
侃
照

　
薗
只
許
管
租
、
不
許
魯
地
」
と
あ
る
。

（
4
0
）
　
同
「
章
程
」
、
第
三
条
「
皆
憤
以
原
租
二
十
倍
以
上
至
百
倍
為

　
限
。
　
－
皆
慣
惟
不
得
過
丈
放
王
公
庄
地
箪
程
第
四
条
所
規
定
之

　
敷
」
。
第
七
条
「
各
府
皆
租
鰯
先
鑑
原
荘
佃
承
受
：
－
・
」

（
軌
）
　
帯
地
投
充
地
を
承
領
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
清
初
に
彼
ら
の
祖

　
先
が
自
己
の
土
地
を
清
朝
皇
室
、
王
公
に
寄
進
し
た
こ
と
を
示
す

　
「
寵
稟
」
、
「
寵
牌
」
を
捉
出
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
二
百
年
以
上

　
も
音
の
こ
う
し
た
証
拠
書
類
の
提
出
を
官
が
求
め
た
こ
と
に
ま
ず
驚

　
く
。
ま
た
、
も
し
こ
う
し
た
証
文
が
実
際
に
か
つ
て
の
帯
地
投
充
者

　
の
家
に
残
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ぱ
、
漕
朝
の
征
服
に
よ
っ
て
失

　
っ
た
土
地
に
対
す
る
執
念
と
い
っ
一
た
も
の
が
、
二
世
紀
以
上
に
も
わ

　
た
づ
て
彼
ら
の
家
に
生
き
続
け
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
る
。

　
同
「
章
程
」
、
第
五
条
「
以
領
有
前
滴
國
初
駿
龍
票
龍
牌
、
或
別
有

　
護
擦
確
係
帯
地
投
充
者
為
隈
、
　
－
」
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（41）辛亥革命後，旧奉天省における官有地の払い下げについて

●

（
4
2
）
　
園
田
一
亀
『
奉
天
省
財
政
の
研
究
』
、
（
昭
和
二
年
、
盛
京
時
報

　
社
）
附
録
「
一
、
奉
天
省
國
家
財
政
歳
出
入
続
計
預
算
表
」
一
頁
。

（
4
3
）
　
拙
稿
「
滴
末
の
時
期
、
東
三
省
南
部
に
お
け
る
官
地
の
丈
放
の

　
社
会
経
済
史
的
意
味
」
。
な
お
、
官
有
地
払
い
下
げ
に
対
す
る
低
抗

　
運
動
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
と
し
て
、
王
魁
喜
、
呉
文
街
、
陪
方
、

　
石
歳
、
徐
楓
、
徐
風
農
『
近
代
東
北
史
』
（
一
九
八
四
年
、
黒
竜
江

　
人
民
出
版
社
）
、
第
十
三
章
、
二
、
「
軍
鰯
対
末
北
人
民
的
黒
暗
統
治

　
与
官
庄
、
官
荒
、
蒙
地
的
丈
放
」
、
四
四
六
－
五
四
頁
を
挙
げ
る
こ

　
と
が
出
来
る
。

（
4
4
）
　
前
掲
『
遼
陽
縣
に
於
け
る
土
地
に
関
す
る
憤
習
調
査
報
告
書
』
、

　
三
二
頁
。

（
価
）
　
同
書
、
三
0
1
三
二
貢
。

（
4
6
）
　
「
具
呈
人
　
孫
則
先
（
民
国
十
一
年
十
月
二
十
七
日
）
、
該

　
民
報
領
之
地
、
業
擦
警
署
査
覆
、
印
房
胡
同
之
地
係
洩
水
水
泡
、
騨

　
馬
圏
胡
同
之
地
有
碍
交
通
、
所
請
均
母
庸
議
、
　
・
　
一
、
『
東
三
省
主

　
要
官
駿
指
令
』
（
大
正
十
四
年
、
奉
天
東
亜
興
信
公
所
）
、
「
民
国
十

　
一
年
分
率
天
省
財
政
魔
指
令
」
、
三
九
買
。

（
〃
）
　
「
具
呈
人
　
高
銘
山
（
民
国
十
一
年
十
月
二
十
八
日
）
：
≡
此

　
地
前
経
多
人
報
領
、
筋
響
察
署
勘
査
、
與
交
通
有
碍
、
業
経
批
駁
在

　
案
、
該
民
所
請
不
准
－
－
」
、
同
「
指
令
」
、
四
〇
頁
。

（
4
8
）
　
「
具
呈
人
　
李
桂
禎
（
民
国
十
一
年
十
月
十
二
日
）
　
．
≡
該
民

　
報
領
之
地
、
業
経
響
署
査
理
、
係
公
共
強
物
場
所
、
講
不
准
．
．
≡
。
」
、

　
同
「
指
令
」
、
．
十
九
。
1
二
〇
頁
。

（
4
9
）
　
同
『
指
令
』
、
　
一
一
五
四
員
。

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

（
5
0
）
　
四
十
一
件
の
申
講
の
う
ち
、
二
十
三
件
が
却
下
の
決
定
で
あ
っ

　
た
。
同
「
指
令
」
、
一
－
五
四
頁
。

（
“
）
　
「
奉
天
金
省
丈
放
王
公
荘
地
章
程
民
間
多
有
反
抗
。
嘗
明
未
清

　
初
時
代
金
省
並
無
民
地
議
是
王
公
園
地
、
後
来
移
到
民
戸
開
墾
成
熟

　
　
　
　
　
　
　
　
守
守

　
投
入
王
公
、
謂
之
代
地
投
充
又
一
地
二
養
。
然
彼
時
旗
民
不
交
産
無

　
法
慶
費
。
現
因
大
局
鍵
更
由
滴
丈
局
分
為
上
中
下
三
則
、
定
慣
八
六

　
四
元
均
係
大
洋
、
行
之
各
城
風
潮
造
起
、
本
席
因
英
章
程
第
四
條
定

　
便
較
高
収
費
亦
距
、
故
縛
其
験
照
各
費
一
葎
酌
加
改
正
－
－
（
議
員

　
李
學
詩
提
案
、
民
國
五
年
十
二
月
二
日
奉
天
公
報
第
：
ハ
九
九
號
）
」

　
「
査
王
公
荘
地
在
前
清
時
代
本
不
許
増
租
奪
佃
、
：
：
造
民
國
肇
造

　
各
王
公
紛
紛
派
員
丈
放
、
定
傾
離
不
甚
高
而
王
公
荘
頭
概
絡
此
項
地

　
畝
奥
押
在
民
、
賀
属
憤
上
加
傾
民
間
苦
累
難
堪
、
－
－
故
本
員
提
議

　
擬
將
原
定
便
格
八
六
四
元
改
為
五
四
三
元
、
・
－
・
（
議
員
脅
大
昌
提

　
案
、
民
國
六
年
十
一
月
三
日
奉
天
省
議
會
速
記
録
）
」
前
掲
『
遼
陽

　
縣
に
於
け
る
土
地
に
関
す
る
慣
習
調
査
報
告
書
』
、
二
七
－
二
八
頁
。

（
5
2
）
　
前
掲
『
奉
天
省
財
政
の
研
究
』
、
四
－
五
、
四
六
員
。

（
“
）
　
例
え
ば
、
滴
末
時
の
諮
議
局
選
挙
の
際
、
評
価
額
五
千
元
以
上

　
の
土
地
を
所
有
す
る
者
に
は
、
そ
の
選
挙
権
、
被
選
挙
権
が
与
え
ら

　
れ
た
。
菊
池
貴
晴
『
現
代
中
国
革
命
の
起
源
　
新
訂
』
（
昭
和
四
十

　
八
年
、
巖
南
堂
書
店
）
、
一
八
一
－
八
二
頁
。

（
5
4
）
　
最
近
、
民
国
の
時
代
の
旧
内
務
府
官
荘
に
つ
い
て
の
樒
案
類
が

　
整
理
、
紹
介
さ
れ
始
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
楮
案
を
分
析
す
る
こ
と

　
に
よ
り
、
二
の
時
期
の
旧
内
務
府
官
荘
に
お
け
る
土
地
権
利
関
係
の

　
実
態
を
よ
り
臭
体
的
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
次
第
に
可
能
と
な
る
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一橘諭蓮 第98巷 第6号　（42）

で
あ
ろ
う
。
叶
志
如
編
選
「
辛
亥
革
命
后
原
清
室
皇
庄
土
地
占
有
芙

系
的
変
化
」
、
『
厨
史
憎
案
』
一
九
八
三
年
第
二
期
、
　
一
九
八
三
年
五

月
。
孔
庚
泰
「
圓
人
擦
専
原
清
皇
室
官
庄
密
扱
」
、
『
砺
史
憎
案
』
－

九
八
四
年
第
一
二
期
、

　
　
　
　
　
’

一
九
八
四
年
八
月
。

（
一
橋
大
学
専
任
講
師
）
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